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１．はじめに  

全国的に見られる人口減少傾向は本市でも例外ではありませんが、少子化の影響など

による就学前児童数の急激な減少は、周辺市町村や類似団体と比較しても顕著です。（資

料〔１〕・〔２〕） 

しかし、女性の就労意欲の向上や、経済的な理由による共働き世帯の増大などにより

保育サービスへの需要は年々高まっています。また、核家族化やひとり親世帯の増加、

地域での交流が希薄化するなどの要因によって家庭や地域での子育て力が低下し、子育

てに関する不安の高まりとともに育児知識や情報提供に関する要望も多く、子育てへの

支援が重要な課題となっています。 

一方で、市の財政は長引く不況の影響による税収入の減少や、歳出面では扶助費が増加す

るなど、次第に硬直化が進んでいます。そのため、人件費の削減など行財政改革に取り組む

とともに、基金の取り崩しにより財源不足分を補填するなどして市政運営を続けていますが、

この傾向は将来も続くものと想定されます。（資料〔３〕～〔７〕） 

保育分野においても、平成 16年度から公立保育所運営費が一般財源化され、本市の保

育士配置基準や保育料の設定に起因する財政負担の問題とあいまって、市の財政運営に

少なからず影響を与えています。 

このような状況にあって、保育サービスの維持向上と効率的な保育行政の運営という

２つの課題に対応するため、本市では学識経験者や保育機関、関係団体の代表者からな

る「富田林市立保育所のあり方検討委員会」を平成 20年 8月に設置し、これからの公立

保育所のあり方と施策展開についての検討を重ねてきました。 

検討の過程では、保育所の運営に関してさまざまな意見が出されましたが、「子どもの

最善の利益を追求すること」と「保育を要する子どもの保育を保障すること」を基本と

することが確認されました。 

国の新保育所保育指針において、保育所には保護者や地域の子育てに対するさらなる

支援が求められており、これに応えるためすべての保育所での幅広い取り組みと、公民

が一体となった計画的な研修体制の確立、それぞれの特色を発揮し、時代が求めるニー

ズに合った保育体制の再構築が求められています。 

公立保育所の民営化については、積極的に進めるべきであるという意見と、子育ては

コストで図れるものでなく民営化には反対であるという意見がありましたが、効果的か

つ効率的な運営のためには、公民の役割分担の観点から、社会福祉法人の民間活力を導

入し、民営化を進めていく必要があるという提言をいただきました。 

本方針は、「富田林市立保育所のあり方検討委員会」での議論と提言を尊重しながら、

保育所運営費の一般財源化や税収入の激減への対応、新たな子育て支援策への取り組み

と拡充を図るため、公立保育所への民間活力の導入に関する指針として策定しました。 
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２．本市における保育の状況  

［１］保育所の設置状況 

 本市の認可保育所は、現在公立７園、民間７園の計 14園が設置されており、民間保育

所の設置者はすべて社会福祉法人です。公民あわせた入所定員は計 1,664 人で運用され

ています。（資料〔８〕・図〔１〕） 

 保育の実施主体は、児童福祉法により市が行うものと定められており、入所の受け付

けや保育料の算定などは市の責任において実施しています。また、すべての認可保育所

は、児童福祉法の規定により児童福祉施設最低基準を遵守する義務があり、保育内容も

保育所保育指針に拠り実施されていることから、公立、民間とも認可保育所として一定

の保育サービスが提供されていると言えます。 

 本市では、昭和 40 年代から 50 年代前半にかけて人口が急増したことから、保育ニー

ズに対応するために保育所を相次いで建設しました。こうして生まれた公立保育所です

が、建設から 40年以上を経過した施設や、現在となっては立地条件がよくない保育所も

あります。また、これまでも適切な維持管理に努めてきましたが、耐震基準の改正など

もあり、一部は耐震性に不安のある施設も存在します。 

 

［２］保育サービスの状況 

 平成 22年 4月における入所児童数は、公立保育所 820人、民間保育所 755人の計 1,575

人です。年度当初の待機児童は、平成 18年に梅の里保育園が開設されて以降、解消され

ましたが、年度末には若干の待機状態が生じる状況が見られます。（資料〔11〕） 

 全国的な人口動態と同様に、本市でも平成 15年前後を頂点に人口減少が続いています

が、特に就学前児童数は、平成 15 年 4月に 7,795 人であったのが、平成 22 年 4 月には

5,310人と、７年間で３割以上減少しています。この状況は他の自治体と比べても高い減

少率ですが、保育所への入所児童数はほぼ同じ人数で推移しています。これは、本市に

おいて保育ニーズが、ますます高まっていることが要因であると考えられます。 

保育時間については、全園が基本的に午前 7 時から午後 7 時まで行っていますが、ふ

れんど保育園では午後 8 時までの延長保育を実施しています。また、子育てを支援する

多様なニーズに応えるため、一時保育や特定保育 (1)、休日保育、病後児保育、子育て支

援センター事業 (2) などの特別保育事業も実施しています。（資料〔13〕） 

今後も多様化する保育需要に対応するために、これらの事業の拡充や新たなサービス

の展開についても検討する必要があると考えられます。 

 

 

                                                   
(1) 週２～３日程度、あるいは午前か午後のみといった保育サービスの利用形態 
(2) 育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、ベビーシッターなどの地域の保育資源の情報提供等、

在宅保育を行う保護者への支援など、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う事業。 
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［３］実施体制 

保育にあたる職員は、児童数やその年齢等にあわせて定められた配置基準に基づいて

配置されています。さらに、障がいのある子どもを担当する保育士や、特別保育に関わ

る保育士なども配置されています。 

その人数は、公立保育所が 170 人（うち正職員 107 人、嘱託、アルバイト等の非正規

職員 63 人）、民間保育所では 155 人（うち正職員 131 人、非正規職員 24 人）となって

います。 

職員 1人あたりの園児数を比較すると、公立保育所が 4.82人であるのに対して民間保

育所では 4.87人で、公立と民間の差はほとんどない状態です。（資料〔16〕） 

平成 18年の梅の里保育園など、平成に入ってから民間保育所４園が開設されたことも

あり、職員の年齢や経験年数では、公立保育所よりも民間保育所の方が比較的若い世代

の職員が多く、経験年数は少ない傾向が見られます。（資料〔17〕） 

 

［４］運営経費 

保育所の運営経費は、公立と民間合わせて平成 21 年度で約 22 億 7 千万円となる見込

みです。 

これらの経費には、保護者からの保育料、国や府からの負担金、補助金が充てられて

いますが、市の一般財源からの支出が最も多く、総額の約 53.8％を占めています。 

児童一人あたりの運営経費を比較すると、平成 21 年度の場合で公立保育所が約 13.7

万円であるのに対し民間保育所が約 8.7万円と大きな開きがありますが、保育士の平均年

齢の差や経験年数などに原因があると考えられます。（資料〔18〕） 

 

 

３．民営化の目的  

少子高齢社会において、女性の社会進出や就労支援などを図りながら、次代の社会基盤を

担っていく子どもたちを育成していくことは、市に課せられた重要な責務です。 

その責任を果たしていくために必要な子育て支援の充実や新たな保育サービス、保育所施

設の改修や整備は大きな課題であり、その解決に向けて、厳しい財政状況の中で限られた財

源を効率的かつ効果的に活用していくことが必要です。 

そこで、認可保育所としてのサービスを実施する公立保育所と民間保育所との間に大きな

コスト差が生じている現状や、これまでの民間保育所における保育サービス提供の実績から、

公立保育所の一部を民営化し、公と民との役割分担を明確化した上で、地域で求められる保

育ニーズに迅速かつ柔軟な対応を図ることが最も有効であると考えます。 

民間活力の導入によって、財源の効率的運用と人材の有効活用が可能となります。 

また、公立保育所を地域の子育て支援のネットワークの中心と位置付け、時代のニー

ズに合致した保育体制を再構築し、在宅で子育てを行う家庭への支援を充実するととも
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に、公立保育所と民間保育所が一体となって市全体の保育水準を高めていくことを目指

します。 

 

 

４．民営化の方法  

［１］民営化の進め方 

公立保育所を民営化する方法には、保育所の設置及び運営主体を民間に移行する「民

設民営」方式と、運営主体のみを民間に移管する「公設民営」方式が考えられます。 

民間活力導入の先行事例では、設置主体を市のままとし運営を指定管理方式で委託す

る「公設民営」方式も見られますが、この手法の場合は、施設の設置者が「公」である

ことから施設運営の面で国・府からの財政支援に制限があります。また、運営主体が数

年で交代した場合に、保育の継続性に支障をきたす可能性があります。 

そのため、本市における民営化の手法は、「民設民営」方式が望ましいと考えます。 

 

［２］移管後の運営主体 

これまで、地方公共団体又は社会福祉法人に限定されていた認可保育所の運営は、国

の規制緩和により、株式会社、学校法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）等にも参

入が認められています。しかし、社会福祉法人以外による保育所の運営では、施設整備

等に関する国等の補助に制限があることや、認可保育所の運営実績や移管後の保育の継

続性などから、移管後の運営主体は、現在、保育所の運営を行っている社会福祉法人と

します。 

 

［３］用地、建物、設備等の取り扱い 

民間事業者の独立性や市の財政的効果を考えると、民営化する保育所の用地や施設は

有償での譲渡もしくは貸与が望ましいと考えられます。しかし、この初期段階での負担

は、新たな運営主体にとって将来の安定性、継続性に大きな影響を与えます。 

そのため、事業者の負担を軽減し、民営化をはかる公立保育所からの事業の継続性を

できるだけ確保するために、用地は無償貸与を基本とします。 

また、建物や施設備品等については現有設備を引き続き使用する場合は無償で譲渡す

るものとします。 

 

［４］事業者の選定 

移管先としてふさわしい事業者を確保するため、事業者は公募により募集することが

望ましいと考えます。選定にあたっては、対応できる保育サービスの内容など、利用者

からの視点や各分野の専門的な意見も含めた総合的な判断が必要です。 

そのため、公益性、事業の継続性、保育方針や推進体制、資金計画や経営状況等に関



‐5‐ 

する選定基準を定めた上で、専門的知識を有する学識経験者や保護者などで構成する選

定組織を設置して客観的な審査を行うものとします。 

 

［５］保護者等の不安解消 

民営化する保育所に入所している児童やその保護者は、保育にあたる職員の変更に不

安を感じると考えられます。その不安を解消し円滑に移行するために、移管先となる事

業者の決定から民営化までの間に十分な期間を確保し、移管の前後にそれぞれ１年程度

の引継ぎ期間を設けるなど、新旧職員での合同保育を実施します。また、公立保育所に

勤務する非常勤職員の雇用について、移管先となる事業者に要請します。 

さらに、原則として民営化に関する情報を公開するとともに、保護者に対する説明や

意見の聴取の機会を確保し、理解を得られるよう努めます。 

 

 

５．保育所の選択と役割  

［１］保育所の選択方針 

民営化の対象とする保育所は、公と民それぞれの保育所がその機能と役割を十分に発

揮できるよう考慮して選択する必要があります。 

公立保育所が地域に密着した子育て支援のネットワークの中心としての役割を果たし

ていくためには、住民の生活圏域や人口分布に応じた均衡ある配置が望ましく、今後の

地域開発の動向も配慮しておく必要があります。 

そのため、市域を大きく北部、南東部、金剛、金剛東の４地域に分割し（下図）、それ

ぞれ１か所の公立保育所を、子育て支援のネッ

トワークの中心施設と位置付けます。 

 

［２］民営化する公立保育所 

みどり保育園は、中心市街地の比較的利便性

が高い地域に位置しており、民営化後の健全な

経営が見込まれる立地環境にありますが、建物

の老朽化が相当進んでおり、入所児童の安全を

考えると、早急な施設の更新が必要です。公立

保育所は国の補助対象となりにくい現状から、

民間活力の導入を図った上で、近隣用地におい

て建て替えることとします。 

これ以降も、先行して民営化された保育所の

状況、施設や立地の状況、今後の就学前児童数

の推移なども考慮し、保育所の選択と計画的な
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民営化を進めます。 

 

［３］公立保育所の役割 

存続する公立保育所は、地域における多様な保育ニーズの把握、民間保育所や子育て

に関連する機関、施設との連携を進めながら、子育て支援のネットワークの中心施設と

して位置付けます。 

また、地域の身近な拠点として子育て家庭を支え、育児不安や悩みの解消に努めると

ともに、障がいを持つ子どもなどきめ細やかな対応を必要とする保育の先駆的な役割を

担っていくこととします。 

 

 

６．事業の移管  

［１］移管計画の策定 

民営化に際しては、新事業者への移管を円滑に行うため、市と事業者、保護者で組織

する「市立保育所の民営化に係る三者協議会（仮称）」を設け、具体的な移管計画を策定

します。 

また、保育所での保育水準を維持向上させるとともに、保護者の不安を軽減するため、

移管計画の中に市と事業者間で継続する事項や拡充する保育サービスを明文化し、市と

の協定に基づく移管後の履行を事業者に義務付けることとします。 

 

［２］移管後の協議 

市は、移管計画どおりに保育サービスが展開されているか、随時進行管理を行うもの

とします。また、担当行政庁による指導監査の他、財政運営面のチェックにも努めます。 

移管後も保護者、移管先の事業者、市との信頼関係を確保するため、引き続き「市立

保育所の民営化に係る三者協議会（仮称）」において定期的な協議を行い、移管に伴う問

題が生じた場合には互いに協力し解決にあたることとします。 

 

［３］移管後の保育の質の向上 

 移管後も、すべての子どもの最善の利益を追求し、安心して子どもを育てられる環境

を作り出していくためには、公立保育所も民間保育所もその保育の質の維持、向上に努

めなければなりません。そのためには、保育にあたる職員の質の確保と向上が最も重要

な要素となることから、合同での職員研修の拡充や保育に関する研究、職場におけるＯ

ＪＴ(3)の推進などを通じて、継続的なキャリア形成ができる環境と体制を構築するために、

さらなる民間保育所への支援に努めます。 

                                                   
(3) On-the-Job Trainingの略。職場内で行われる研修手法のひとつで、上司や先輩から部下や後輩に対して、具体的な

仕事を通じ、仕事に必要な知識や技術、態度などを意図的、計画的、継続的に指導し修得させることを言います。 
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７．新たな事業展開に向けて  

この基本方針は、子どもの最善の利益を守り、誰もが安心して子どもを生み育てられ

る環境づくりを目差して策定したものです。 

引き続き厳しい財政状況が見込まれますが、子どもの健全な育成を目指した豊かな保

育事業を進めていくために、市では効率的な財政運営のもとで、特に次の点に留意して

事業を推進します。 

１）公立保育所と民間保育所の連携 

既存の民間保育所と新たに民営化された保育所、引き続き市が運営を行う公立保育所

が、互いの特性を生かしながら多様な保育ニーズに応えるサービスを展開します。 

また、地域ごとに子育て支援を推進していく体制を構築していきます。 

２）円滑な移行 

子どもや保護者の不安を解消するために、民営化する保育所の環境変化が最小限とな

るように、合同保育の実施や職員の共同研修などを行い円滑な移行を進めます。 

３）情報の公開 

民営化を進めるにあたっては、情報の公開はもとより、保護者や地域住民の意見など

にも耳を傾け、より良い信頼関係を築きながら円滑な移行を推進します。 

４）保育の質の向上 

公立保育所は地域における子育て支援のネットワークの中心として位置づけることか

ら、保育にかかわる職員の資質向上に努めるとともに、市全体の保育の質を高めるため

に、公民一体となった研修体制を構築します。 

また、保育所や職員による自己評価や、保育や経営等に関する専門家・機関による外

部からの客観的な評価（第三者評価）を実施します。 


